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電気需給契約書（単価） 
 

１ 件 名  
 

 

 

２ 契 約 金 額 
           

 

 

３ 供 給 期 間                      から 

                               まで 

               

４ 供 給 場 所 別紙仕様書のとおり 
 

 

５ 契約保証金  

 

６ 契約確定日  

 

 

需要者 東京都板橋区 

      代表者 東京都板橋区長   坂 本  健 

 

 

住 所 

供給者 

氏 名 印 

 

 

 東京都板橋区を甲とし、供給者を乙とし、甲乙間において、裏面の条項

により契約を締結する。 

甲と乙とは、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保

有する。 



（総則） 
第１条 甲及び乙は、契約書及びこの約款（以下「契約書」という。）に基づき、別

紙の仕様書及び図面等（以下「仕様書等」という。）に従い、関係諸法令等を遵守
し、この契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、契約書記載の契約期間において、仕様書等に基づき甲が使用する電気を安
定的に供給するものとし、甲は、当該電気の料金を支払うものとする。 

３ この契約を履行するために必要な事項については、契約書及び仕様書等に定めの
ない事項についても、乙の負担により整えるものとする。 

４ 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
５ 乙は、甲の承諾を得ずに、仕様書等を第三者に閲覧させ又は複写させてはならな

い。 
６ この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけれ

ばならない。 
７ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 
８ この契約で定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 
９ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがあ

る場合を除き、計量法（平成４年法律第 51号）に定めるものとする。 
10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書

等に特別の定めがある場合を除き、民法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法（明治
32年法律第 48号）の定めるところによるものとする。 

11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
12 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所

をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 
（権利の譲渡等） 
第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又

は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限り
でない。 

（一般的損害等） 
第３条 この契約の履行に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）に

ついては、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責
めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 

（監督） 
第４条 甲は、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、

乙の履行状況を監督させることができる。 
（単位及び端数処理） 
第５条 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットとし、その端数は、小数

点以下第１位で四捨五入する。 
２ 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四

捨五入する。 
３ 力率の単位は、１パーセントとし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入す

る。 
４ 料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は、切り捨て

る。 
５ 消費税額及び地方消費税額の単位は、１円とし、その端数は、切り捨てる。 
（使用電力量の計量及び検査） 
第６条 乙は、毎月ごとに計量器により使用電力量（前月の計量時から当月の計量時

までの使用電力量をいう。）を計量して当該使用電力量を甲に報告し、甲は検査を
行うこととする。 

（電気の料金の算定） 
第７条 １か月の電気の料金は基本料金、電力量料金、燃料費調整額、賦課金、取引

に係る消費税及び地方消費税額の合計とする。 
２ 前項の基本料金は、単価内訳書に定める基本料金単価にそれぞれの需要場所の契

約電力を乗じて得た額とする。ただし、月の力率が 85 パーセントを上回る場合は、
その上回る１パーセントにつき基本料金を１パーセント割り引いた額とし、85 パー
セントを下回る場合は、その下回る１パーセントにつき基本料金を１パーセント割
り増した額とする。 

３ 第１項の電力量料金は、単価内訳書に定める電力量料金単価に第６条の規定に基
づき計量した使用電力量を乗じるものとする。 

４ 第１項の燃料費調整額は、燃料費の変更等により契約単価の調整を行う必要が生
じた場合には、甲乙が協議の上改定する。ただし、板橋区を管轄する電気事業法
（昭和 39 年法律第 170 号）附則第２条第２項に規定するみなし小売電気事業者
（以下「みなし小売電気事業者」という。）が適用する燃料費調整額を超えない範



囲で行うものとする。 
５ 第１項の賦課金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法(平成 23 年法律第 108 号)に基づき、みなし小売電気事業者が定める標準
供給条件による。 

６ その他、仕様書等に定めのない事項については、みなし小売電気事業者の定めに
準じるものとし、必要に応じ甲乙協議の上定めるものとする。 

（電気の料金の支払） 
第８条 乙は、第６条の規定による検査終了後、前条の規定に基づき算出した電気の

料金を甲に請求するものとする。 
２ 甲は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、電気の料金

を支払わなければならない。 
３ 甲は、前項に規定する期間内に電気の料金を支払わないときは、乙に対して未受

領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律（昭和 24
年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定した割合（年当たり
の割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。）を乗じ
て計算した額（100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その
端数額又はその全額を切り捨てる。）を遅延利息として支払うものとする。 

（乙の行う託送供給契約） 
第９条 乙が一般送配電事業者と締結する託送供給契約によって電気の供給を行う場

合は、当該託送供給契約によって発生する料金その他の金銭債務は、乙が負担する
ものとする。 

（使用電力量の増減） 
第 10条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 
（契約内容の変更等） 
第 11 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することが

できる。 
（天災その他不可抗力による契約内容の変更） 
第 12 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく日本国内での経

済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実
情に応じ、甲又は乙は相手方と協議の上、契約単価その他の契約内容を変更するこ
とができる。ただし、契約単価について、みなし小売電気事業者が定める特定規模
需要の標準供給条件の変更の場合には、規定する単価の増減率を超えないこととす
る。 

（契約保証金） 
第 13条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 
（秘密保持） 
第 14 条 乙は、本業務に従事し、又はこれに付随して知り得た秘密を第三者に漏らし

てはならない。この契約が終了又は解除された後においても同様とする。 
２ 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除し、かつ乙に対

してその違反により受けた損害の賠償を請求することができるものとする。 
３ 甲は、契約が終了し、又は解除された後であっても、乙が第１項の規定に違反し、

その違反により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することが
できるものとする。 

（甲の催告によらない解除権） 
第 15 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなくこの契約を

解除することができる。 
(1) 乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで契約を履行しないとき、又は

履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。 
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行

為をしたとき。 
(3) 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の

実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。 
(4) 乙が地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定

に該当すると判明したとき。 
(5) 乙から正当な事由により契約解除の申出があったとき。 
(6) 乙の責めにより履行が不完全である事項及び履行について改善すべき事項に

ついて、甲が指示書などにより追完の催告を行ったが、乙が催告に応じないとき。 
(7) 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。 

２ 乙は、前項の規定（第５号を除く。）に基づき契約が解除されたときは、契約金
額（契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されている場合は、各単価に
予定数量を乗じたものに消費税等を勘案した金額を契約金額とみなす。以下同
じ。）の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。



この場合において、履行部分があるときは、契約金額から履行部分の契約金額相当
額を控除した金額の 100分の 10に相当する額を違約金とする。 

（談合その他不正行為による解除） 
第 16 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告

することなくこの契約を解除することができる。 
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」とい
う。）第 49 条第１項の規定に基づく文書による排除措置命令（排除措置命令が
なされなかった場合にあっては、同法第 50 条第１項の規定に基づく文書による
納付命令）又は同法第 66 条の規定に基づく審決が確定したとき（同法第 77 条の
規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。 

(2) 乙が、公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独
占禁止法第 77 条の規定に基づき審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて
請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

(3) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治 40
年法律第 45 号）第 96 条の６又は同法第 198条の規定に基づき刑が確定したとき。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定に基づく解除の場合に準用する。 
（協議解除） 
第 17 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。 
２ 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければな

らない。 
（契約解除に伴う措置） 
第 18 条 契約が解除された場合において、履行部分があるときは、甲は当該履行完了

部分に対する電気の料金相当額を支払うものとする。 
（賠償の予定） 
第 19 条 乙は、この契約に関して、第 14 条第２項及び第３項又は第 16 条第１項各号

のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、
契約金額の 10 分の１に相当する額を支払わなければならないものとする。契約を
履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 
(1) 第 16 条第１項第１号及び第２号のうち、審決の対象となる行為が、「独占禁

止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法」（昭和 57 年６月 18 日公正取引委
員会告示第 15 号）第６項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場
合 

(2) 第 16 条第１項第３号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場
合 

２ 乙は、この契約に関して、乙の責めに帰する未履行分があるときは、甲が契約を
解除するか否かを問わず、違約金として、契約金額の 10 分の１に相当する額を支
払わなければならない。この場合において、履行部分があるときは、契約金額から
履行部分の契約金額相当額を控除した金額の 10 分の１に相当する額を違約金とす
る。 

３ 前２項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前２項に規定する賠償金又は違約金
の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものでは
ない。 

（暴力団等の排除） 
第 20 条 この条において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 
(1) 暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 
(2) 暴力団員等暴対法第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者をいう。 
(3) 役員等代表役員（入札参加資格者である個人又は法人の代表権を有する者

（代表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。））、一般役員等（入
札参加資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者（常
時、区との契約を締結する権限を有する事務所の所長をいう。）で代表役員以外
の者）及び役員として登記又は届出はされていないが事実上経営に参画している
ものをいう。 

(4) 使用人乙に雇用される者で、前号に該当する者以外の者をいう。 
(5) 下請負人等工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、

工事等に使用する資材、原材料の購入その他の契約の相手方及び業務委託を第三
者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材、原材料
の購入その他の契約の相手方及び業務委託を第三者に委任し、又は請け負わせる
場合（再委託）の受託者をいう。 



２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで
きる。この場合において、何ら催告を要しないものとする。 
(1) 乙又は乙の役員等が、暴力団員等である場合又は暴力団員等が乙の経営に事

実上参加していると認められるとき。 
(2) 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正な利

益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利
用したと認められるとき。 

(3) 乙が暴力団員等を雇用していると認められるとき。 
(4) 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず

暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認
められるとき。 

(5) 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難
される関係を有していると認められるとき。 

(6) 乙が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約にあたり、乙の
契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第１号から前号までのいずれか
の規定に該当するものであると知りながら、当該契約を締結したと認められると
き。 

(7) 乙が東京都板橋区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 24 年２月６日 23
板総契第 335 号以下、この条において「要綱」という。）第４条の規定に基づく
勧告措置を受けた日から１年以内に再度勧告措置を受けたとき。 

(8) 乙が、乙の下請人等が第１号から第５号までのいずれかの規定に該当する場
合において要綱第９条第２項の規定に基づき、甲が乙に対して下請負人等との契
約の解除を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒否したと認められる
とき。 

(9) 乙が、乙又は乙の下請負人等が当該契約の履行に当たって不当介入等を受け
た場合において、正当な理由なく甲への報告又は警察への届出を怠ったと認めら
れるとき。 

３ 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、乙は、契約金額の 10 分の 1 に相当す
る額を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。この場合において、
履行部分があるときは、契約金額から履行部分の契約金額相当額を控除した金額の
10分の１に相当する額を違約金とする。 

４ 乙は、当該契約を下請負させる場合又は再委託する場合は、下請負人又は再委託
先が第２項各号に該当することが判明した場合は当該契約を解約又は解除できる旨
を下請け又は再委託契約に定めなければならない。 

５ 乙は、この契約の履行にあたり要綱第３条に基づく入札参加排除措置を受けてい
る者にこの契約の下請負（二次以降の下請負を含む。以下同じ。）をさせ、又は委
託を行ってはならない。また、乙はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者（以
下「下請負人等」という。）が契約履行期間中に入札参加排除措置を受けた場合は、
速やかに下請負人等との契約の解除をしなければならない。 

６ 乙は、この契約の履行にあたり暴力団等から、履行妨害等の不当介入（以下「不
当介入」という。）を受けたときは、速やかにこの契約にかかる甲の担当者に（以
下「担当者」という。）報告するとともに、警視庁へ届出を行わなければならない。 
 また乙は、下請負人等が暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等
に対し、速やかに担当者へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなけ
ればならない。 

７ 乙は前項の規定に基づく報告及び届出により、甲が行う調査及び警察が行う捜査
に協力しなければならない。 

８ 第２項各号に該当する疑義が乙に生じた場合に限り、甲は警視庁と該当の可否に
関する情報の交換を行うことができる。 

（相殺） 
第 21 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約

代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。 
（疑義の決定等） 
第 22条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又

はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定める
ものとする。 

以上 


